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１．内部統制システム構築の基本的視点

○ 日本年金機構は、機構法第２条第１項に示された基本理念に基づき、国民の意見を反映しつつ

サービスの質の向上を図るとともに、効率的かつ公正・透明な事業運営を行う。

○ 理事長の強いリーダーシップの下、組織内の対話とコミュニケーションを通じて、目標の共有

化を図るとともに、職員一人ひとりが意欲と使命感をもって〝自ら変わる〟〝自ら機構をつくり

上げていく〟という意識を持った組織を実現する。

○ 内部統制システムの構築に当たっては、業務の有効性・効率性と、法令等の遵守に重点を置く

とともに、業務上のリスクを未然に防ぎ、仮に発生した場合にも迅速に対応し、再発を防ぐこと

のできる体制とする。

○ 国民や機構の第一線の職員の声に率直に耳を傾け、サービスの向上、国民の信頼確保に繋げて

いくという姿勢を重視する。

○ 内部統制システムが組織の末端まで徹底され、有効に機能しているかを検証するため、内部監

査機能を充実する。
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○理事長の指揮の下、常勤理事に本部の各部門及び主要ブロック本部を統括させ、各部門を強力に牽引するとともに、
責任の明確化と部門内意思決定の迅速化を実現

○運営評議会や非常勤理事の設置により、国民の意見や民間企業の経営管理等の識見を事業運営に反映させるほか、監
事及び内部監査部門の相互連携などにより、事業運営の健全性等を確保

○内部統制システム構築の基本方針として、基本的視点に基づき、かつ会社法や金融商品取引法に基づく民間企業の取
組を参考に、７つの事項を柱として位置付け
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７．ＩＴへの適切な対応

【機構のガバナンス体制・内部統制システムの骨格案】
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